
議案第２号 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例 

の一部を改正する条例 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例（平成27

年久慈市条例第26号）の一部を次のように改正する。 

別表第２の12の項中 

   

を 

「 医療保険給付関係情報であ

って規則で定めるもの 

」 

に改める。 
「 生活保護関係情報であって

規則で定めるもの 」 生活保護関係情報であって

規則で定めるもの    

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

  令和６年６月13日提出 

                         久慈市長 遠 藤 譲 一 

 提案理由 

 個人番号の利用範囲に国民健康保険特定健康診査等における対象者確認の事務を加

えようとするものである。 



議案第３号 

市税条例の一部を改正する条例 

市税条例（平成18年久慈市条例第76号）の一部を次のように改正する。 

第35条の７第１項中「若しくは金銭」を削り、同項第９号を次のように改める。 

(9) 所得税法第78条第２項第４号に規定する公益信託の信託財産とするために支出

した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金のうち、市内に主たる事務所

を有する公益信託の受託者に対し支出した寄附金 

第56条中「第64条第４項」を「第152条第５項」に改める。 

附則第４条の２を削る。 

  附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行す

る。 

 (1) 第56条の改正規定 令和７年４月１日 

 (2) 第35条の７第１項の改正規定及び附則第４条の２を削る改正規定並びに次条の

規定 公益信託に関する法律（令和６年法律第30号）の施行の日の属する年の翌

年の１月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項

の規定の適用がある場合における前条第２号に掲げる規定による改正後の市税条例

第35条の７第１項（第９号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第

９号中「寄附金」とあるのは、「寄附金（所得税法等の一部を改正する法律（令和

６年法律第８号）附則第３条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされ

る同法第１条の規定による改正前の所得税法第78条第３項の規定により特定寄附金

とみなされるものを含む。）」とする。 

  令和６年６月13日提出 

                         久慈市長 遠 藤 譲 一 

 提案理由 

 地方税法等の一部改正に伴い、個人市民税における寄附金税額控除の対象に公益信

託の信託事務に関連する寄附金を追加する等所要の改正をしようとするものである。 



議案第４号 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年久慈市条例

第17号）の一部を次のように改正する。 

第29条第２項第３号中「おおむね20人につき１人」を「おおむね15人につき１人」

に改め、同項第４号中「おおむね30人につき１人」を「おおむね25人につき１人」に

改める。 

第31条第２項第３号中「おおむね20人につき１人」を「おおむね15人につき１人」

に改め、同項第４号中「おおむね30人につき１人」を「おおむね25人につき１人」に

改める。 

第44条第２項第３号中「おおむね20人につき１人」を「おおむね15人につき１人」

に改め、同項第４号中「おおむね30人につき１人」を「おおむね25人につき１人」に

改める。 

第47条第２項第３号中「おおむね20人につき１人」を「おおむね15人につき１人」

に改め、同項第４号中「おおむね30人につき１人」を「おおむね25人につき１人」に

改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

令和６年６月13日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、小規模保育

事業等における保育士等の配置基準を改めようとするものである。 

 



議案第５号 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等

の運営に関する基準を定める条例（平成26年久慈市条例第18号）の一部を次のように

改正する。 

第23条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条中「掲示しなければならない。」を

「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接

受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、

放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならな

い。」に改める。 

第62条第２項第２号中「磁気ディスク、シィー・ディー・ロムその他これらに準ず

る方法により一定の事項を確実に記載しておくことができる物」を「電磁的記録媒体

（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和７年３月31日までの間におけるこの条例による改正

後の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準を定める条例第23条（同条例第50条において準用する場合

を含む。）の規定の適用については、同条例第23条中「掲示するとともに」とある

のは「掲示しなければならないほか」と、「供しなければ」とあるのは「供するよ

うに努めなければ」とする。 

令和６年６月13日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、施設の重要事項の掲示方法を改めるとと

もに、所要の整備をしようとするものである。 



議案第６号 

復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改

正する条例 

復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例（平成24年久慈市条

例第16号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「令和６年３月31日」を「令和７年３月31日」に、「、第17条の５第１項、

第18条の４第１項、第25条の２第１項、第25条の５第１項又は第26条の４第１項」を

「又は第17条の５第１項」に、「若しくは」を「又は」に改め、「又は法第40条第１

項に規定する指定法人」及び「又は指定法人」を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の復興産業集積区域にお

ける固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和６年４月１日から適用する。 

令和６年６月13日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

復興産業集積区域における産業の振興を図るため、固定資産税の課税免除の対象と

なる固定資産の取得期間を延長し、併せて所要の整備をしようとするものである。 



議案第７号 

道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

道路占用料徴収条例（平成18年久慈市条例第144号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

「 金  額   「 金  額   

 470円    550円   

 720円    840円   

 970円    1,100円   

 420円    490円   

 670円    780円   

 920円    1,100円   

 42円    49円   

 ４円    ５円   

 ３円    ３円   

 410円    480円   

 250円    290円   

 840円    980円   

 350円    410円   

 760円    670円   

 840円    980円   

 18円    21円   

 25円    29円   

 38円    44円   

 50円    59円   

 75円    88円   

 100円    120円   

 180円    210円   

 250円    290円   

 500円    590円   



 840円    980円   

 Aに0.005を乗

じて得た額 
 を  Aに0.004を乗

じて得た額 
 に改める。 

 Aに0.008を乗

じて得た額 
   Aに0.006を乗

じて得た額 
  

 Aに0.01を乗

じて得た額 
 Aに0.007を乗

じて得た額 
  

 380円    330円   

 230円    200円   

 840円    980円   

 ８円    ７円   

 76円    67円   

 76円    67円   

 760円    670円   

 670円    780円   

 ８円    ７円   

 76円    67円   

 ８円    ７円   

 76円    67円   

 760円    670円   

 380円    330円   

 840円    980円   

 Aに0.033を乗

じて得た額 
   Aに0.031を乗

じて得た額 
  

 76円    67円   

 Aに0.023を乗

じて得た額 
   Aに0.022を乗

じて得た額 
  

 Aに0.016を乗

じて得た額 
」 

  Aに0.015を乗

じて得た額 
」 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の道路占用料徴収条例第２条の規定による道路の占用料は、

この条例の施行の日以後に許可をした道路の占用に係る占用料について適用し、同

日前に許可をした道路の占用に係る令和６年度分の占用料については、なお従前の

例による。 

令和６年６月13日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

県の例に準じて、市道の占用料の額を改定しようとするものである。 



議案第８号 

法定外公共物管理条例の一部を改正する条例 

法定外公共物管理条例（平成18年久慈市条例第145号）の一部を次のように改正す

る。 

別表の１の表中 

「 金  額   「 金  額   

 470円    550円   

 720円    840円   

 970円    1,100円   

 420円    490円   

 670円    780円   

 920円    1,100円   

 42円    49円   

 ４円    ５円   

 ３円    ３円   

 410円    480円   

 250円    290円   

 840円    980円   

 350円    410円   

 760円    670円   

 840円    980円   

 18円    21円   

 25円    29円   

 38円    44円   

 50円    59円   

 75円    88円   

 100円    120円   

 180円    210円   

 250円    290円   



 500円    590円   

 840円    980円   

 Aに0.005を乗

じて得た額 
 を  Aに0.004を乗

じて得た額 
 に改める。 

 Aに0.008を乗

じて得た額 
   Aに0.006を乗

じて得た額 
  

 Aに0.01を乗

じて得た額 
   Aに0.007を乗

じて得た額 
  

 380円  330円   

 230円    200円   

 840円    980円   

 ８円    ７円   

 76円    67円   

 76円    67円   

 760円    670円   

 670円    780円   

 ８円    ７円   

 76円    67円   

 ８円    ７円   

 76円    67円   

 760円    670円   

 380円    330円   

 840円    980円   

 Aに0.033を乗

じて得た額 
   Aに0.031を乗

じて得た額 
  

 76円    67円   

 84円    98円   

 Aに0.023を乗

じて得た額 
   Aに0.022を乗

じて得た額 
  



 Aに0.016を乗

じて得た額 
」 

  Aに0.015を乗

じて得た額 
」 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の法定外公共物管理条例第９条の規定による道路の使用料

は、この条例の施行の日以後に許可をした道路の使用に係る使用料について適用し、

同日前に許可をした道路の使用に係る令和６年度分の使用料については、なお従前

の例による。 

令和６年６月13日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

県道の占用料の例に準じて、道路の使用料の額を改定しようとするものである。 



 

 

議案第９号 

下水道条例の一部を改正する条例 

下水道条例（平成18年久慈市条例第156号）の一部を次のように改正する。 

別表第２の１の表中 

「 金 額   「 金 額   

 470円    550円   

 720円    840円   

 970円    1,100円   

 420円    490円   

 670円    780円   

 920円    1,100円   

 42円    49円   

 ４円    ５円   

 ３円    ３円   

 410円    480円   

 250円    290円   

 840円    980円   

 350円    410円   

 760円    670円   

 840円    980円   

 18円    21円   

 25円  を  29円  に改める。 

 38円    44円   

 50円    59円   

 75円    88円   

 100円    120円   

 180円    210円   

 250円    290円   

 500円    590円   



 

 

 840円    980円   

 380円    330円   

 840円    980円   

 76円    67円   

 760円    670円   

 670円    780円   

 76円    67円   

 76円 」   67円 」  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の下水道条例第23条の規定による水路以外の施設の占用料

は、この条例の施行の日以後に許可をした水路以外の施設の占用に係る占用料につ

いて適用し、同日前に許可をした水路以外の施設の占用に係る令和６年度分の占用

料については、なお従前の例による。 

令和６年６月13日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

法定外公共物管理条例の道路の使用料の例に準じて、水路以外の施設の占用料の額

を改定しようとするものである。 



議案第10号 

   財産の取得に関し議決を求めることについて 

 次のとおり財産を取得するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項

第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成18

年久慈市条例第50号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

１ 取得する目的 

  学校給食の用に供するため 

２ 取得する財産 

種別 名称 数量 取得予定価格 

 

備 品 

 

 

カゴごと洗浄機 

 

１台 

円 

53,130,000 

３ 取得の方法 

  買入れ 

  令和６年６月13日提出 

                         久慈市長 遠 藤 譲 一 

 提案理由 

 久慈市学校給食センターの学校給食の用に供する備品を買入れしようとするもので

ある。 

 























報告第１号

国県支出金 地方債 その他

円 円 円 円 円 円 円

２ 総務費 １総務管理費 33,264,000 21,238,000 60,000 21,100,000 78,000

２ 総務費 １総務管理費 224,368,000 145,857,000 145,857,000

２ 総務費 ２徴税費 269,458,000 269,458,000 269,458,000

２ 総務費 ２徴税費 8,882,000 8,882,000 8,882,000

２ 総務費 ３ 6,765,000 6,765,000 6,765,000

２ 総務費 ３ 1,881,000 1,881,000 1,881,000

３ 民生費 １社会福祉費 66,866,000 15,940,744 15,940,000 744

３ 民生費 １社会福祉費 95,521,000 95,521,000 95,521,000

３ 民生費 ２児童福祉費 2,717,000 2,717,000 2,717,000

３ 民生費 ２児童福祉費 3,047,000 3,047,000 3,047,000

３ 民生費 ２児童福祉費 14,571,000 2,196,000 2,196,000

３ 民生費 ２児童福祉費 34,911,000 17,177,000 17,177,000

４ 衛生費 １保健衛生費 3,000,000 500,000 500,000

６ 農林水産業費 ３水産業費 114,554,000 75,174,000 86,000 52,627,000 20,700,000 1,761,000

６ 農林水産業費 ３水産業費 990,000 990,000 990,000

８ 土木費 ２道路橋梁費 8,593,000 7,196,000 7,196,000

８ 土木費 ２道路橋梁費 471,407,000 379,947,395 89,156 264,059,000 99,900,000 15,899,239

８ 土木費 ２道路橋梁費 12,300,000 12,200,000 12,200,000

８ 土木費 ２道路橋梁費 43,949,000 42,446,400 139,500 23,967,000 15,800,000 1,500,000 1,039,900

８ 土木費 ２道路橋梁費 35,105,000 26,774,607 5,263,000 21,100,000 411,607

８ 土木費 ３河川費 23,305,000 22,987,000 86,707 22,900,000 293

８ 土木費 ５都市計画費 4,000,000 4,000,000 3,600,000 400,000

戸籍住民基本
台帳費

証明書コンビニ交付
サービス事業

物価高騰重点支援定額
減税補足給付金支給事
業

物価高騰重点支援定額
減税事業

新たに住民税非課税等
となる世帯重点支援金
支給事業

児童福祉事務費

施設型給付費等申請ク
ラウドシステム事業

くじ子育て世帯物価高
騰緊急対策支援金給付
事業

公共施設空調設備整備
事業

脱炭素先行地域推進事
業

戸籍住民基本
台帳費

戸籍総合システム経費

住民税均等割のみ課税
世帯重点支援金支給事
業

令和５年度久慈市一般会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事　業　名 金　額
翌　年　度

繰　越　額

左　　 の　　 財　　 源　　 内　　 訳

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入 特 定 財 源
一般財源

低所得者子育て世帯生
活支援特別給付金給付
事業

新型コロナウイルスワ
クチン接種体制確保事
業費

漁港整備事業〔補助〕

漁港整備事業〔単独〕

道路維持補修経費

道路維持補修事業〔補
助〕

道路維持補修事業〔単
独〕

道路新設改良事業〔補
助〕

道路新設改良事業〔単
独〕

公園整備事業〔単独〕

河川維持補修事業〔単
独〕



国県支出金 地方債 その他

款 項 事　業　名 金　額
翌　年　度

繰　越　額

左　　 の　　 財　　 源　　 内　　 訳

既 収 入
特 定 財 源

未 収 入 特 定 財 源
一般財源

９ 消防費 １消防費 7,064,000 4,144,800 4,144,800

10 教育費 ２小学校費 2,398,000 2,398,000 2,398,000

10 教育費 ２小学校費 423,830,000 289,647,000 34,450 51,737,000 224,300,000 13,575,550

10 教育費 ３中学校費 655,000 655,000 655,000

11 災害復旧費 １ 6,130,000 4,744,000 3,164,000 1,500,000 80,000

11 災害復旧費 １ 15,829,000 11,195,000 70,000 7,467,000 3,500,000 158,000

11 災害復旧費 １ 11,016,000 5,900,000 13,953 5,800,000 86,047

11 災害復旧費 １ 2,000,000 1,500,000 72,440 1,400,000 27,560

　　令和６年６月13日提出

岩手県久慈市長　遠　藤　譲　一　

公共土木施設
災害復旧費

現年発生補助災害復旧
事業〔道路〕

公共土木施設
災害復旧費

現年発生単独災害復旧
事業〔河川〕

学校維持補修経費

久慈湊小学校移転改築
事業

学校維持補修経費

公共土木施設
災害復旧費

公共土木施設
災害復旧費

現年発生単独災害復旧
事業〔道路〕

現年発生補助災害復旧
事業〔河川〕

災害対策事業



報告第２号

国県支出金 地方債 その他

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

８ 土木費 ２道路橋梁費 道路維持補修事業〔単独〕 9,928,600 9,928,600 9,928,600 9,900,000 28,600

８ 土木費 ２道路橋梁費 道路新設改良事業〔単独〕 2,887,143 2,857,083 30,060 30,060 30,060

11 災害復旧費 1 28,570,850 20,650,850 7,920,000 7,920,000 7,900,000 20,000

11 災害復旧費 1 28,948,920 6,728,920 22,220,000 22,220,000 22,200,000 20,000

40,098,660 0 0 40,000,000 0 98,660

　　令和６年６月13日提出 40,000,000 40,000,000

岩手県久慈市長　遠　藤　譲　一　

公共土木施設
災害復旧費

公共土木施設
災害復旧費

用地交渉に不測の日数
を要したため

既 収 入
特定財源

用地交渉に不測の日数
を要したため

未 収 入 特 定 財 源

道路占用許可を受けて
いる関係機関との復旧
工事の調整に不測の日
数を要したため

現年発生単独災害復旧事業
〔道路〕

現年発生単独災害復旧事業
〔河川〕

令和５年度久慈市一般会計事故繰越し繰越計算書

大雨被害により航空測
量での写真判読及び現
地調査が困難となった
ため

事　業　名
支出負担
行 為 額

説　　明
支出済額

款

左　 の 　財 　源 　内 　訳

支出未済額
項

左  の  内  訳

支出負担行為
予　定　額 一般財源

翌　年　度
繰　越　額



報告第３号

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円

　　令和６年６月13日提出

岩手県久慈市長　遠　藤　譲　一　

令和５年度久慈市水道事業会計予算繰越計算書

　地方公営企業法第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額

款 項 事　業　名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌　年　度
繰　越　額

左の財源内訳

不　用　額

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産
の購入限度
額□□□□

説　　明

国県補助金 企業債
損 益 勘 定
留保資金等

款 項 事　業　名 予算計上額
支払義務
発 生 額

185,658,000

　地方公営企業法第26条第２項ただし書の規定による事故繰越額

機器の調達及び製作に
遅延が生じたため

１ 資本的支出 １ 建設改良費 配給水施設整備事業 192,588,000 6,930,000 185,658,000

不　用　額

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産
の購入限度
額□□□□

説　　明

国県補助金 企業債
損 益 勘 定
留保資金等

5,366,900 5,366,900

翌　年　度
繰　越　額

左の財源内訳

１ 水道事業費用 １ 営業費用 配水及び給水事業 5,366,900
調査箇所の選定に不測
の日数を要したため



報告第４号

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円

　　令和６年６月13日提出

岩手県久慈市長　遠　藤　譲　一　

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産
の購入限度
額□□□□

説　　明

国県補助金 企業債
損 益 勘 定
留保資金等

他業務との調整等に不
測の日数を要したため

令和５年度久慈市下水道事業会計予算繰越計算書

　地方公営企業法第26条第１項の規定による建設改良費の繰越額

款 項 事　業　名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌　年　度
繰　越　額

左の財源内訳

不　用　額

78,020,000 34,460,000 42,600,000 960,000１
公共下水道事業
資本的支出

１ 建設改良費 汚水処理施設整備事業 78,020,000

41,700,000 215,000

機器の調達及び製作に
遅延が生じたため

２
漁業集落排水事業
資本的支出

１ 建設改良費 汚水処理施設整備事業

工法選定等に不測の日
数を要したため

１
公共下水道事業
資本的支出

１ 建設改良費 雨水処理施設整備事業 69,499,000 7,670,000 61,829,000 19,914,000

不　用　額

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産
の購入限度
額□□□□

説　　明

国県補助金 企業債
損 益 勘 定
留保資金等

　地方公営企業法第26条第２項ただし書の規定による事故繰越額

款 項 事　業　名 予算計上額
支払義務
発 生 額

翌　年　度
繰　越　額

左の財源内訳

81,584,000 32,175,000 49,409,000 22,204,500 25,200,000 2,004,500

9,350,000
機器の調達及び製作に
遅延が生じたため

１
公共下水道事業
費用

１ 営業費用 処理場施設修繕事業 9,350,000 9,350,000



報告第５号 

久慈市国民保護計画の変更に係る報告について 

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成16年法律第

112号）第35条第１項の規定により作成した久慈市国民保護計画を変更したことに伴

い、同条第８項において準用する同条第６項の規定により、別冊のとおり報告する。 

令和６年６月13日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

 

 









 

 

報告第７号 

職員による自動車事故に係る損害賠償事件に関する専決処分の報告につい

て 

職員による自動車事故に係る損害賠償事件に関し、その損害賠償の額の決定及びこ

れに伴う和解について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に

基づき次のとおり専決処分したから、同条第２項の規定により、報告する。 

１ 専決処分をした年月日 令和６年５月７日 

２ 損害賠償及び和解の相手方 

住所 九戸郡洋野町大野第58地割12番地30 

氏名 一般社団法人大野ふるさと公社 

   理事長 岡 本 正 善 

３ 損害賠償の額  748,000円 

４ 和解の内容 

損害賠償の額を３のとおりとし、当事者は、ともに将来いかなる事由が発生して

も一切の異議を申し立てない。 

５ 損害賠償の原因 

令和５年10月31日午後２時10分頃、九戸郡洋野町大野第58地割地内のおおのキャ

ンパス農産物直売所において、市が保有するマイクロバスが駐車場から出るために

切り返した際、左側後部が同施設の屋根に接触し、損傷させたものである。 

令和６年６月13日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 



  
写 報告第７号参考資料 



 










































